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概要– 地域包括ケアシステムとは，高齢者が自分らしい暮らせるよう支援することを目的とした制度であり，2025
年を目処に各自治体が実現に向けて取り組んでいる．実現のためにはサービス内容・提供方法の地域特性や，多様
な需要発生を考慮した根拠ある制度設計を行う必要がある．しかし，総合的に地域包括ケアを扱った研究が十分
ではなく，客観的指標に基づく計画立案を支援する方法は確立されていない．そこで，本研究ではより良い地域
包括ケアシステムの実現を目的とし，各自治体における地域包括ケアの現行体制を評価する指標を策定する．さ
らに，地域におけるサービスの需給を再現したシミュレーションモデルを構築し，策定した指標を評価軸にサー
ビスを最大限提供できる制度設計に貢献する．
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1 はじめに
1.1 地域包括ケアシステムの概要
地域包括ケアシステムとは，高齢者が自分らしく暮
らせるよう支援することを目的とした制度 2) であり，
2025年を目処に各自治体が実現に向けて取り組んでい
る．この地域包括ケアシステムは，住まい・医療・介
護・生活支援・予防の 5分野から構成されている．こ
れらの 5つの構成要素が互いに連携しながら有機的な
関係を担っている 3)．
1.2 懸念される問題
各自治体は様々なサービス提供の取り組みを行って
いる．しかし，地域が抱える課題・地域資源により，そ
の提供内容・方法には地域的差異が存在する 4)．また，
今後人口減少と過疎化を伴う少子高齢化によって，地域
ごとにサービス需要の多様化が懸念されている 5)．図
1は，日本の市区町村別の高齢化率の 2020年について
まとめたものである．市区町村の高齢化率を都道府県
別にまとめ，分布を示した箱ヒゲ図を表示した．また，
三角形で示しているのは 2020年の都道府県別高齢化率
である．この図を見ると，市区町村別の高齢化率の地
域差は，都道府県別にみる平均値よりも大きい．福島
県，群馬県，長野県，高知県で高齢化率が 60%近くに
なる市区町村がある一方，大阪府，東京都，神奈川県，
福島県などでは高齢化率が 15%付近の市区町村がある．
日本で高齢化率の最大値と最小値の差は５４.9%と大
きい．市区町村別の高齢化の格差は箱ヒゲ図が示すよ
うに，都道府県内でも顕著である．例に，都道府県別
高齢化率で最も高い群馬県でみると，高齢化率が最も
高い市区町村で群馬県　南牧村で 65.2%，最も低い市
区町村で群馬県　大泉町で 22.7%である．また，東京
都で高齢化率が最も高い市区町村では，石川県で最も
高齢化率が高い市区町村とあまり変わらない水準であ
る．このように，高齢化率の地域差は都道府県よりも
市区町村レベルで大きく，高齢化率が高い地域も低い
地域もどの都道府県にもあるのが現状である．
宣 (2015)6)によると，都市部に比べて人口が少ない

中山間地域には，介護事業所はあまり設置されない．こ

Fig. 1: 都道府県別高齢化率の箱ヒゲ図 (2020年)?)

れは，中山間地域は人口が少なく，介護サービスの需
要があまり期待できないためである．また，利用者の
居住地が点在しているため，訪問系のサービスを提供
する事業者にとっては，利用者宅を訪問する際にかか
る交通費，時間などのコストが高くつくという理由も
ある．このような介護事業者の進出行動により，介護
サービス供給の地域格差が生じている．
上記のような状況から，各自治体はサービス内容・提
供方法について地域特性や，多様な需要発生を考慮し
た根拠ある制度設計を行う必要がある．
1.3 関連研究
鶴田 (2017)7)は，地域包括ケアシステムを扱った研

究では，総合的に評価・比較する研究が十分になく，客
観的指標に基づく計画立案を支援する方法は確立され
ていないとした．また，地域包括ケア研究が医療・介
護の分析に偏っており，政策的な展開が不十分である
住まい・生活支援・予防については研究がほとんど進
んでいないと，今後の課題となることを明らかにして
いる．
介護・医療は，社会保障サービスであることから，需
要算出 9)やシミュレーションを用いた動的な比較を可
能としている研究 8)がなされている．菊池ら (2016)9)

は，介護需要に基づいた将来推計を行うことにより，介
護サービスや介護従事者に対する需要への影響を定量
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的に明らかにしている．また，石川ら (2020)8)は，医
師について，需要と配置との関係を可視化するための
分析方法を提案し，医療需給評価を行っている．結果
として，需要の多寡のみではなくアクセスや利用実態
に基づいた分析が重要であることを示している．　
このように，地域包括ケアシステム実現のためには，
各自治体が地域を把握し，根拠に基づいた政策をする
ことが重要である．
2 研究目的
本研究ではより良い地域包括ケアシステムの実現を
目的とし，各自治体における地域包括ケアの現行体制
を評価する指標を策定する．その上で，サービス・従
事者への需要を将来推計し，評価結果をもとに指標向
上に向けた政策の評価・比較を行う．各地域における
サービスの需給を考慮したサービスを最大限提供を可
能とする制度設計に貢献する．
3 方法論
本研究は，マクロ分析とミクロ分析の 2部構成とす
る．マクロ分析では，地域包括ケアシステムの統計を
用いた客観的指標を検討し，現行体制を評価する．次
に，ミクロ分析では，介護サービスおよび介護従事者
に対する需要の将来推計を行う．将来推計では，市区
町村の要介護者構造，サービス需給構造などを変数と
して分析した．また，指標向上に向けた政策のシナリ
オ分析を行う．
4 地域包括ケアシステム指標
マクロ分析では，5分野 73項目の地域包括ケア指標

を定義し，評価結果を比較する．地域包括ケアシステ
ムは，住まい・医療・介護・生活支援・予防の 5つの
領域から，高齢者が必要に応じたケアを受けられるこ
とが目標として構築されている．そのため，地域包括
ケア計画 1)をもとにし，5分野において重要な項目を，
住まい指標を 16項目，医療指標を 7項目，介護指標を
20項目，生活支援指標を 14項目，予防指標を 16項目
から評価する．指標一覧は Table2に示す．また，各項
目の実値を偏差値化し，レーダーチャートで可視化を
行った．レーダーチャートを用いることにより，都市
間で比較ができるほか，都市の強み・弱み等を視覚化
できる．
また，オープンデータを用いて各領域が互いに知り
たい情報を客観的指標とし，誰もが使用でき，計画立
案に使用できる指標とする．現在，地域包括ケアシス
テムを構築するにあたり，多領域・多職種が関係して
おり，連携が求められているが，横断的な情報共有が
足りていない．オープンデータにすることで，横断的
連携に貢献する指標とする．

4.1 対象者
対象者は各指標に該当する事業やサービスの提供内
容を参考に，年齢と要介護度条件から 5項目ごとに定義
した．各指標の対象者は図に示す．医療・介護・生活支
援・住まいに関しては 65歳以上，予防に関しては 40歳
以上とした．地理情報データは，国土数値情報「500m
メッシュ別将来推計人口（H30国政局推計）」を，統計
データは，e-stat「都道府県・市区町村のすがた（社会・
人口統計体系）(2021年３月 31日時点)」，厚生労働省

Table 1: 地域包括ケア指標
分野 評価項目
住まい ・建物安全性
　　　 ・住宅バリアフリー率
　 ・人口あたりの介護施設サービス数
医療 ・かかりつけ医 (全診療科目)
　 　へのアクセシビリティ
　 ・5疾患に関連する診療科目
　 　へのアクセシビリティ
　 ・救急車のアクセシビリティ
介護 ・人口あたりの居宅サービス・
　 通所サービス事業所数
生活支援 ・人口あたりの生活支援

サービス事業所数
予防 ・健康増進事業実施状況率
　 ・人口あたりの通いの場数

「令和２年度介護保険事業状況報告（年報）」を用いて
いる．

Table 2: 地域包括ケア指標
分野 評価項目
住まい (施設サービス)
介護 65歳以上の要介護認定者
医療 65歳以上
生活支援
住まい (建物安全性
・住宅バリアフリー率)

予防 40歳以上

4.1.1 集計方法
地域包括ケア指標の算出方法については図 2に示す．

地域包括ケアシステムは，横断的に進行しており，オー
プンデータについてもさまざまなデータベースから収
集をしているため，集計単位が異なる．オープンデー
タの集計単位は，政令指定都市の区を含む市区町村，市
区町村，保険者である．政令指定都市の区を含む市区
町村は，自治体数は 1889である．市区町村は東京都の
特別区のみを区として扱っており，自治体数は 1741で
ある．また，保険者は，複数の市町村連合体で保険者
となる広域連合や要介護認定といった一部の事務のみ
を共同運営する一部事務組合といった形態も含めてお
り，保険者数は 1571である．
4.2 住まい指標
住まい指標は，地域にある住める状態にある自宅数，
および対象者人口あたりのサービス付き高齢者向け住
宅数から定義する．地域にある住める状態の自宅数と
は，全住宅数から建物安全性，バリアフリー率を考慮
して計算される住居数を指す．各計算式は以下に示す．
建物安全性＝築年数 36年以下の住宅数/全住宅数
住宅バリアフリー率＝バリアフリー実施済住宅数/全

住宅数
人口あたりのサービス付き高齢者向け住宅数＝各施設

/施設の対象者
　
サービス付き高齢者向け住宅とは，介護老人福祉施
設 (特別養護老人ホーム)，介護老人保健施設，介護療
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Fig. 2: 地域包括ケア指標の集計単位
養型医療施設また介護医療院，養護老人ホーム，軽費
老人ホーム，有料老人ホーム，サービス付き高齢者向
け住宅，認知症高齢者グループホームの総称として取
り扱う．サービス付き高齢者向け住宅の対象者は，介
護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)，介護老人保健
施設，介護療養型医療施設また介護医療院については
65歳以上の要介護 3～要介護 5，軽費老人ホーム，有料
老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅については，
65歳以上の高齢者，認知症高齢者グループホームにつ
いては 65歳以上の要支援 2・要介護 1 要介護 5とする．
建物安全性・バリアフリー率は，総務省「平成 30年住
宅・土地統計調査」を用いる．また，サービス付き高
齢者向け住宅数は，厚生労働省「介護サービス情報の
公表システムデータのオープンデータ」を用いる．
4.3 医療指標
医療指標は，かかりつけ医へのアクセス性，一般と
療養の病床数，医療計画で重要とされている 5疾患 5
事業および在宅医療の項目である，高齢者に重要な 5
疾患に対応する医療機関へのアクセス性・救急医療へ
のアクセス性・在宅医療機関数で定義する．アクセス性
は施設へのアクセスのしやすさを表し，施設へ一定距
離で到達できるかにより評価される．施設から一定距
離内に住んでいる対象者が施設利用対象者と捉え，全
人口のうち対象者の割合を人口カバー率として，アク
セス性の評価に用いる．式は以下に示す．計算式は以
下に示す．

人口カバー率 =対象機関のカバー人口/全人口
人口あたりの数＝対象数/65歳以上人口

まず，かかりつけ医については，地方厚生局「医療
機関届出情報」にある全医療機関から，標榜に精神科
や精神神経科，心療内科のみをあげる医療機関以外か
ら徒歩 500m到達圏に住んでいる対象者の割合を人口
カバー率として算出する．500mは高齢者の一般的な徒
歩圏である．次に，病床数については，一般病床と療
養病床の各機能別病床数を人口あたりで算出する．急
性増悪を含む発症後間もない患者又は病状が不安定な
患者に充実した専門スタッフの下で一定期間の集中的
な医療を提供する一般病床と，病状は安定し，疾病若

しくは障害を抱えている患者又は長期にわたる医療の
提供が必要な患者に，手厚い介護力とゆったりとした
療養環境の下で長期にわたる療養を提供する療養病床
を考慮する．病床数については，厚生労働省「令和２
年度病床機能報告」を用いている．また，5疾患に対
応する医療機関については，「がん，脳卒中，急性心筋
梗塞，糖尿病，精神疾患」に関連する高齢者に多い疾
患を担当する診療科目である「内科，泌尿器科，眼科，
外科，精神科，消化器外科，血管外科，循環器内科，外
脳神経科，脳神経内科」を標榜とする医療機関を対象
とし，その医療機関から 500m圏の人口カバー率をア
クセス性として算出する．また，救急医療については，
救急車が設置されている消防署から，車 10 分圏の人
口カバー率を算出する．車 10分圏で評価するのは，救
急車の到達が 10分を超える地域で呼吸停止になった場
合，カーラーの曲線によると致死率が 50%をこえてし
まうことや 10分前後での致死率が急激に高まるためで
ある．最後に，在宅医療については，地方厚生局「医
療機関届出情報」の基本診療料において，受理記号に
「支援診 1」「支援診 2」「支援診 3」「支援病１」「支援
病２」「支援病３」「オン診」を持つ医療機関と，地方
厚生局「届出受理指定訪問看護事業所名簿」に記載の
医療機関を在宅医療対応医療機関とし，人口あたりの
在宅医療対応医療機関数を算出する．
4.4 介護指標
介護指標は，介護給付の居宅サービス，介護保険法
における地域密着型介護予防サービスの対象人口あた
りの事業数と定義する．式は以下の通りである．

　人口あたりの数＝対象数/65歳以上人口の要介
護・介護支援者

居宅サービスは，訪問介護，訪問入浴介護，訪問看
護，訪問リハビリテーション，居宅療養管理指導，通
所介護 (デイサービス)，通所リハビリテーション，短
期入所生活介護，短期入所療養介護を示す．地域密着
型介護予防サービスは，夜間対応型訪問介護，定期巡
回・随時対応型訪問介護看護，地域密着型通所介護，療
養通所介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型
居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護，認知症対応
型共同生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護を示す．
データは，厚生労働省「介護サービス情報の公表シス
テムデータのオープンデータ」を用いている．
4.5 生活支援指標
生活支援指標は，対象者あたりの配食・見守り等生
活支援のためのサービス数で定義する．式は以下に示
している．

　　人口あたりの各サービス施設数＝サービス施設数
/65歳以上の人口

介護予防・生活支援サービス事業は，訪問型サービ
ス，通所型サービスを示している．データは厚生労働
省「令和元年度 介護予防・日常生活支援総合事業（地
域支援事業）」を用いている．
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Fig. 3: 需要推計の手順
4.6 予防指標
予防指標は，地域保健・健康増進事業報告への参加

率から地域の高齢者が持つ興味・関心の把握，介護予
防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業により
高齢者あたりの通いの場数で定義する．計算式は以下
となる．

　健康増進事業実施状況率＝各事業実施数/各事業ご
との対象者

　人口あたりの通い場数＝通い場数/65歳以上の人口

地域保健・健康増進事業報告は，健康診査受診率，健
康相談参加率，訪問指導率，各がん検診受診率，集団健
康教育参加率を示している．一般介護予防事業は，介
護予防普及啓発事業，地域介護予防支援事業，通所型
介護予防事業，訪問型介護予防事業を示している．ま
た，通いの場は，体操や趣味活動等で介護予防に資す
ると自治体が判断した（2）運営主体が住民（3）自治
体の助成がなくてもいい（4）月 1回以上，活動してい
る．と定義されている．データは厚生労働省「令和２
年度地域保健・健康増進事業は地域保健・健康増進事
業報告」，通いの場は，厚生労働省「通いの場のオー
プンデータ」を用いている．
4.7 ５指標の可視化
その各項目とカテゴリ 5 項目の実値を偏差値化し，
レーダーチャートで可視化を行った．レーダーチャー
トを表示し，比較することにより都市間比較ができる
ほか，平均値（偏差値 50）と重ねて表示することによ
り，都市の強み・弱み等を視覚化して把握する．偏差
値の計算式は以下となる．

　標準偏差 = 2

√√√√ 1
n

n∑
n=1

(項目値ー平均値)2

　偏差値 = (数値−全国平均値)/標準偏差 ∗ 10 + 50

5 将来推計
ミクロ分析では，地域包括ケア指標の中でも介護サー

ビスに関連する項目である住まい指標の 5項目 (施設
介護サービス)，介護指標 20項目 (居宅介護サービス，
通所介護サービス) を使用する．介護サービスおよび
介護従事者に対する需要の将来推計を行い，レーダー
チャートで可視化する．需要推計については，先行研
究 9)で行われている方法を参考に，1889の自治体を対
象に推計する．推計対象となる各変数の推計方法は図

3の通りである．図中の実線で記載されている変数が
推計対象となる変数であり，点線で記載されている変
数は推計を行う際にパラメータとして使用される変数
を示している．推計の対象となる各変数の推計方法は
以下の通りである．
将来人口 (図中 V1)は，国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推
計）」の年齢階級別を用いて 65歳以上人口とした．地
域別とは，1810市区町村（東京 23区（特別区）および
12政令市の 128区と，12政令市を含む 778市，713町，
168村）であり，12政令指定都市とは，札幌市，仙台
市，千葉市，横浜市，川崎市，名古屋市，京都市，大
阪市，神戸市，広島市，北九州市，福岡市を指す．本
研究では，1889の市区町村を対象としており，区別の
将来人口が公開されていない政令指定都市については，
2015年の
図中V2の要支援・要介護認定者数は，年齢階級別 (65
歳以上 75歳未満・75歳以上)人口に対して要支援・要
介護認定者の比率をパラメータとし，将来人口 (V1)に
要支援・要介護認定率 (P1)を乗じることにより，算出
した．要支援・要介護認定率は，年齢階級別 (65歳以
上 75歳未満・75歳以上)・要介護度別に設定した．
図中 V4の施設サービス利用者数は，要支援・要介護
認定者数に対する施設サービス受給者数の比率をパラ
メータとし，推計された要支援・要介護認定者数 (V2)
に施設サービス受給率 (P2)を乗じることにより，算出
した．施設サービスは，介護医療院，介護療養型医療
施設，介護老人福祉施設，介護老人保健施設の４サー
ビスである．施設サービス受給率は，要介護度・サー
ビス種類別に設定した．
図中 V3の在宅サービス認定者数は，要支援・要介護
認定者数のうち施設サービスを利用していない者を指
しており，施設サービス受給率 (V2)から施設サービス
利用者数 (V4)を除くことで算出した．
図中V5・6の居宅サービス・通所サービス利用者数は，
要支援・要介護認定者数に対する居宅サービス・通所
サービス受給者数の比率をパラメータとし，推計され
た在宅サービス認定者数 (V3)に (居宅・通所)サービス
受給率 (P3)を乗じることにより，算出した．居宅サー
ビスは，介護予防支援，居宅介護支援，居宅療養管理
指導，小規模多機能型居宅介護，定期巡回・随時対応
型訪問介護看護，福祉用具貸与，複合型サービス (看護
小規模多機能型居宅介護)，訪問リハビリテーション，
訪問介護，訪問看護，訪問入浴介護，夜間対応型訪問
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Fig. 4: 医療指標別箱ヒゲ図
介護の 11サービスである．また，通所サービスは，短
期入所生活介護，短期入所療養介護 (介護医療院)，短
期入所療養介護 (介護療養型医療施設等)，短期入所療
養介護 (介護老人保健施設)，地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護，地域密着型通所介護，地域密着
型特定施設入居者生活介護，通所リハビリテーション，
通所介護，特定施設入居者生活介護，認知症対応型共
同生活介護，認知症対応型通所介護の 12サービスであ
る．在宅サービス受給率は，要介護度・サービス種類
別に設定した．
図中V7の利用者数は施設サービス利用者数 (V3)と居
宅サービス・通所サービス利用者数 (V5・6)をサービ
ス種類別に集計したものであり，介護受給者数に介護
受給者に対する介護従事者の比率を乗じることにより，
図中 V8の介護従事者数が算出される．配置率の設定
は，サービス種類・職種別に行った．なお，従事者数
の推計は「介護人材の需給推計ワークシートの改良及
び需給状況の分析手法に関する調査研究事業 報告書」
と同様に実人数ベースで行った．
推計で使用する各パラメータは実績値をもとに設定し，
これらの値が一定であるものと仮定して推計を行った．
また，推計期間については，将来人口の推計期間に応
じて，2015,2020,2030,2040とした．
6 結果・まとめ
6.1 地域包括ケア指標
地域包括ケア指標においては，73項目の指標を 1889
市区町村を対象に評価したことで，各市町村の偏りや
強みを把握，他地域との比較や類似する地域の発見が
可能となった．図 4は医療指標における実値の箱ひげ
図を示しており，箱とヒゲからデータ分布の特徴がわ
かる．医療指標については，在宅医療や訪問介護といっ
た整備がなされている項目は，外れ値が多くみられる
ことから，整備がなされていない市区町村が目立つ．ま
た，救急医療は，医療計画が病院が主体にされている
ことから，高水準であるが，一方で低水準の外れ値が
目立つ．一方で，かかりつけ医と５疾患については，分

布のばらつきが少なく，地域差異が大きいことがわか
る．各自治体が，これらを偏差値として把握すること
で，他自治体との比較や現状把握が可能となった．
6.2 将来推計
将来推計においては，人口構造の変化に伴う介護需
要の変化について，1889市区町村を対象にサービス利
用状況等を踏まえた推計を行った．本稿では，2030年
をピークに要介護認定者数が増えることが示された．今
後，75歳以上人口の増加から，重度要介護者が増える
ことから介護サービス需要・介護従事者需要の増加が
示唆され，施設サービス利用者拡大が示された．また，
市区町村により，人口構造・サービス利用構造が異なる
ことから，各地域で将来負担のかかる介護サービス種
類は異なり，各地域が行うべき政策が示唆された．図
5には，静岡県富士市の将来推計結果を示し，集計結
果にアクセスできるように公開している．

Fig. 5: 各市区町村の集計結果可視化
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